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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　机上面または前記机上面に載置された紙媒体に対してユーザが手書きで入力を行うこと
が可能な入力装置を用いた、ユーザによる手書き入力を支援する入力支援装置であって、
　前記ユーザの位置を示す位置情報または前記ユーザの姿勢を示す姿勢情報のうちのいず
れか一方または双方を、前記ユーザの身体に関する状態を示す人物状態情報として検出す
る検出部と、
　前記検出部が検出した前記人物状態情報に基づいて、１、または２以上の前記ユーザの
状態を推定する状態推定部と、
　前記状態推定部が推定した前記ユーザの状態に基づいて、１、または２以上の前記ユー
ザに提示する内容を示す提示情報を決定する提示情報決定部と、
　前記提示情報決定部において決定された前記提示情報が示す内容をユーザに提示する情
報提示部と、
　を備え、
　前記検出部は、前記机上面に載置された前記紙媒体に付された前記紙媒体の種類を示す
種類判別情報を、赤外光を用いて前記机上面の反対側からさらに検出し、
　前記状態推定部は、さらに前記検出部において検出された前記種類判別情報が示す前記
紙媒体の種類に基づいて、前記ユーザの状態を推定することを特徴とする、入力支援装置
。
【請求項２】
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　前記検出部は、前記机上面における前記ユーザによる入力の位置を示す入力位置情報と
、前記ユーザによる入力の内容を示す入力内容情報のうちのいずれか一方または双方を、
前記ユーザによる入力の状態を示す入力状態情報としてさらに検出し、
　前記状態推定部は、前記検出部が検出した前記人物状態情報と、前記検出部が検出した
前記入力状態情報とに基づいて、前記ユーザの状態を推定することを特徴とする、請求項
１に記載の入力支援装置。
【請求項３】
　前記状態推定部は、
　前記ユーザの身体に関する状態と前記入力の状態とに関する条件を複数設け、
　前記人物状態情報と前記入力状態情報とに基づいて、前記複数の条件それぞれを満たす
か否かを判定し、
　複数の条件それぞれの判定結果の組合せに基づいて、ユーザの状態を推定することを特
徴とする、請求項２に記載の入力支援装置。
【請求項４】
　前記状態推定部は、前記人物状態情報、および前記入力状態情報それぞれに基づいて、
前記ユーザの状態を推定することを特徴とする、請求項２に記載の入力支援装置。
【請求項５】
　前記提示情報には優先度が設定され、
　前記情報提示部は、前記提示情報決定部が複数の提示情報を決定した場合には、決定さ
れた前記提示情報に設定されている優先度に基づいて、提示順序、および／または、提示
方法を調整して提示することを特徴とする、請求項１に記載の入力支援装置。
【請求項６】
　少なくとも前記人物状態情報と前記ユーザの状態の推定結果候補とが対応付けられてい
る状態データが記憶された状態データベースを管理する状態学習部をさらに備え、
　前記状態学習部は、前記検出部が検出した前記人物状態情報と、前記状態データベース
とに基づいて、前記人物状態情報に対応する前記ユーザの状態の推定結果候補を特定し、
　前記状態推定部は、前記状態学習部が特定した前記ユーザの状態の推定結果候補に基づ
いて、前記ユーザの状態を推定することを特徴とする、請求項１に記載の入力支援装置。
【請求項７】
　前記状態推定部は、前記ユーザの状態の推定結果を前記状態学習部へ伝達して、前記状
態学習部に、前記状態データベースに対する前記状態データの登録、更新、または削除を
行わせることを特徴とする、請求項６に記載の入力支援装置。
【請求項８】
　外部装置と通信を行う通信部をさらに備え、
　前記状態学習部は、前記通信部が受信した、前記外部装置から送信された要求に基づい
て、前記状態データベースに対する前記状態データの登録、更新、または削除を行うこと
を特徴とする、請求項６に記載の入力支援装置。
【請求項９】
　机上面または前記机上面に載置された紙媒体に対してユーザが手書きで入力を行うこと
が可能な入力装置を用いた、ユーザによる手書き入力を支援する入力支援方法であって、
　前記ユーザの位置を示す位置情報または前記ユーザの姿勢を示す姿勢情報のうちのいず
れか一方または双方を、前記ユーザの身体に関する状態を示す人物状態情報として検出し
、前記机上面に載置された前記紙媒体に付された前記紙媒体の種類を示す種類判別情報を
、赤外光を用いて前記机上面の反対側から検出するステップと、
　前記検出するステップにおいて検出された前記人物状態情報と、検出された前記種類判
別情報が示す前記紙媒体の種類とに基づいて、１、または２以上の前記ユーザの状態を推
定するステップと、
　前記推定するステップにおいて推定された前記ユーザの状態に基づいて、１、または２
以上の前記ユーザに提示する内容を示す提示情報を決定するステップと、
　前記決定するステップにおいて決定された前記提示情報が示す内容をユーザに提示する
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ステップと、
　を有することを特徴とする、入力支援方法。
【請求項１０】
　机上面または前記机上面に載置された紙媒体に対してユーザが手書きで入力を行うこと
が可能な入力装置を用いた、ユーザによる手書き入力を支援する入力支援装置に用いるこ
とが可能なプログラムであって、
　前記ユーザの位置を示す位置情報または前記ユーザの姿勢を示す姿勢情報のうちのいず
れか一方または双方を、前記ユーザの身体に関する状態を示す人物状態情報として検出し
、前記机上面に載置された前記紙媒体に付された前記紙媒体の種類を示す種類判別情報を
、赤外光を用いて前記机上面の反対側から検出するステップ、
　前記検出するステップにおいて検出された前記人物状態情報と、検出された前記種類判
別情報が示す前記紙媒体の種類とに基づいて、１、または２以上の前記ユーザの状態を推
定するステップ、
　前記推定するステップにおいて推定された前記ユーザの状態に基づいて、１、または２
以上の前記ユーザに提示する内容を示す提示情報を決定するステップ、
　前記決定するステップにおいて決定された前記提示情報が示す内容をユーザに提示する
ステップ、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力支援装置、入力支援方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ＰＣ（Personal　Computer）などのコンピュータの普及や、タッチスクリーン
を用いた操作パネルなどのような表示画面上で操作が可能なデバイスの普及に伴い、ユー
ザが文字などを入力する入力方法は多様化している。また、その一方で、例えば金融機関
などの店舗における用紙（紙媒体の一例）への記入など、ユーザが文字などを手書きで入
力する機会は、依然として存在している。
【０００３】
　このような中、ユーザが手書きで文字などを入力する場合の処理に関する様々な技術が
開発されている。手書きで入力された文字を認識する場合における負荷を軽減し、金融機
関などにおける事務処理の負荷の軽減を図る技術としては、例えば、特許文献１が挙げら
れる。また、タブレット上に配置された文字などを入力するためのシートの位置、および
角度を検出することにより、当該シート上に入力された文字などの認識する技術としては
、例えば、特許文献２が挙げられる。
【０００４】
　また、ユーザによる入力を支援する技術も開発されている。記載項目が決まっている文
書の作成を支援する技術としては、例えば、特許文献３が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１－１００６７２号公報
【特許文献２】特開２００２－２３９３８号公報
【特許文献３】特開平６－１７６０１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　例えば特許文献１や特許文献２に示すように、ユーザが手書きで文字などを入力する場
合の処理に関する従来の技術は、例えば操作パネルやペンカーソルなどを用いたデジタル
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入力方式を用いることによって、ユーザにより手書きで入力された文字などを装置が認識
する場合の負荷の軽減を図っている。
【０００７】
　ここで、例えばユーザが金融機関などの店舗において用紙（紙媒体）などに手書きで記
入を行う場合には、ユーザが記入しなければならない項目が複数あり、また、記載例や注
意事項なども煩雑である場合がある。そのため、ユーザが記入の際に必要となる情報を容
易に見つけることができないことが、起こりうる。
【０００８】
　しかしながら、ユーザが手書きで文字などを入力する場合の処理に関する従来の技術で
は、ユーザによる手書き入力を支援することについて考慮がなされていない。そのため、
ユーザが手書きで文字などを入力する場合の処理に関する従来の技術を用いたとしても、
手書きで文字を入力するユーザの利便性の向上を図ることは、望むべくもない。
【０００９】
　また、ユーザが手書きで文字などを入力する場合の処理に関する従来の技術は、例えば
操作パネルやペンカーソルなどを用いたデジタル入力方式を用いる技術であるので、例え
ばユーザが紙媒体に記入をする場合には、当該従来の技術を適用することは、困難である
。
【００１０】
　また、例えば特許文献３に示すユーザによる入力を支援する従来の技術は、ユーザが必
要に応じて記載項目に対応するメッセージや例文などを選択することによって、選択され
たメッセージや例文などのユーザによる入力を支援するための情報の内容を画面に表示す
る。
【００１１】
　しかしながら、ユーザによる入力を支援する従来の技術では、ユーザによる所定の操作
がなされなければ、ユーザによる入力を支援するための情報の内容は画面に表示されない
。したがって、ユーザによる入力を支援する従来の技術を用いる場合にはユーザに負担が
かかることから、ユーザによる入力を支援する従来の技術を用いたとしても、ユーザの利
便性の向上を図ることができるとは限らない。
【００１２】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、ユー
ザが手書きで入力を行う場合において、ユーザの利便性の向上を図ることが可能な、新規
かつ改良された入力支援装置、入力支援方法、およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の観点によれば、机上面または上記机上面に
載置された紙媒体に対してユーザが手書きで入力を行うことが可能な入力装置を用いた、
ユーザによる手書き入力を支援する入力支援装置であって、上記ユーザの位置を示す位置
情報または上記ユーザの姿勢を示す姿勢情報のうちのいずれか一方または双方を、上記ユ
ーザの身体に関する状態を示す人物状態情報として検出する検出部と、上記検出部が検出
した上記人物状態情報に基づいて、１、または２以上の上記ユーザの状態を推定する状態
推定部と、上記状態推定部が推定した上記ユーザの状態に基づいて、１、または２以上の
上記ユーザに提示する内容を示す提示情報を決定する提示情報決定部と、上記提示情報決
定部において決定された上記提示情報が示す内容をユーザに提示する情報提示部と、を備
え、上記検出部は、上記机上面に載置された上記紙媒体に付された上記紙媒体の種類を示
す種類判別情報を、赤外光を用いて上記机上面の反対側からさらに検出し、上記状態推定
部は、さらに上記検出部において検出された上記種類判別情報が示す上記紙媒体の種類に
基づいて、上記ユーザの状態を推定する入力支援装置が提供される。
【００１４】
　かかる構成により、ユーザが手書きで入力を行う場合において、ユーザの利便性の向上
を図ることができる。
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【００１５】
　また、上記検出部は、上記机上面における上記ユーザによる入力の位置を示す入力位置
情報と、上記ユーザによる入力の内容を示す入力内容情報のうちのいずれか一方または双
方を、上記ユーザによる入力の状態を示す入力状態情報としてさらに検出し、上記状態推
定部は、上記検出部が検出した上記人物状態情報と、上記検出部が検出した上記入力状態
情報とに基づいて、上記ユーザの状態を推定してもよい。
【００１６】
　また、上記状態推定部は、上記ユーザの身体に関する状態と上記入力の状態とに関する
条件を複数設け、上記人物状態情報と上記入力状態情報とに基づいて、上記複数の条件そ
れぞれを満たすか否かを判定し、複数の条件それぞれの判定結果の組合せに基づいて、ユ
ーザの状態を推定してもよい。
【００１７】
　また、上記状態推定部は、上記人物状態情報、および上記入力状態情報それぞれに基づ
いて、上記ユーザの状態を推定してもよい。
【００１８】
　また、上記検出部は、上記机上面に載置された上記紙媒体に付された上記紙媒体の種類
を示す種類判別情報をさらに検出し、上記状態推定部は、さらに上記検出部において検出
された上記種類判別情報が示す上記紙媒体の種類に基づいて、上記ユーザの状態を推定し
てもよい。
【００１９】
　また、少なくとも上記人物状態情報と上記ユーザの状態の推定結果候補とが対応付けら
れている状態データが記憶された状態データベースを管理する状態学習部をさらに備え、
上記状態学習部は、上記検出部が検出した上記人物状態情報と、上記状態データベースと
に基づいて、上記人物状態情報に対応する上記ユーザの状態の推定結果候補を特定し、上
記状態推定部は、上記状態学習部が特定した上記ユーザの状態の推定結果候補に基づいて
、上記ユーザの状態を推定してもよい。
【００２０】
　また、上記状態推定部は、上記ユーザの状態の推定結果を上記状態学習部へ伝達して、
上記状態学習部に、上記状態データベースに対する上記状態データの登録、更新、または
削除を行わせてもよい。
【００２１】
　また、外部装置と通信を行う通信部をさらに備え、上記状態学習部は、上記通信部が受
信した、上記外部装置から送信された要求に基づいて、上記状態データベースに対する上
記状態データの登録、更新、または削除を行ってもよい。
【００２２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の観点によれば、机上面または上記机
上面に載置された紙媒体に対してユーザが手書きで入力を行うことが可能な入力装置を用
いた、ユーザによる手書き入力を支援する入力支援方法であって、上記ユーザの位置を示
す位置情報または上記ユーザの姿勢を示す姿勢情報のうちのいずれか一方または双方を、
上記ユーザの身体に関する状態を示す人物状態情報として検出し、上記机上面に載置され
た上記紙媒体に付された上記紙媒体の種類を示す種類判別情報を、赤外光を用いて上記机
上面の反対側から検出するステップと、上記検出するステップにおいて検出された上記人
物状態情報と、検出された上記種類判別情報が示す上記紙媒体の種類とに基づいて、１、
または２以上の上記ユーザの状態を推定するステップと、上記推定するステップにおいて
推定された上記ユーザの状態に基づいて、１、または２以上の上記ユーザに提示する内容
を示す提示情報を決定するステップと、上記決定するステップにおいて決定された上記提
示情報が示す内容をユーザに提示するステップと、を有する入力支援方法が提供される。
【００２３】
　かかる方法を用いることによって、ユーザが手書きで入力を行う場合において、ユーザ
の利便性の向上を図ることができる。
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【００２４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の観点によれば、机上面または上記机
上面に載置された紙媒体に対してユーザが手書きで入力を行うことが可能な入力装置を用
いた、ユーザによる手書き入力を支援する入力支援装置に用いることが可能なプログラム
であって、上記ユーザの位置を示す位置情報または上記ユーザの姿勢を示す姿勢情報のう
ちのいずれか一方または双方を、上記ユーザの身体に関する状態を示す人物状態情報とし
て検出し、上記机上面に載置された上記紙媒体に付された上記紙媒体の種類を示す種類判
別情報を、赤外光を用いて上記机上面の反対側から検出するステップ、上記検出するステ
ップにおいて検出された上記人物状態情報と、検出された上記種類判別情報が示す上記紙
媒体の種類とに基づいて、１、または２以上の上記ユーザの状態を推定するステップ、上
記推定するステップにおいて推定された上記ユーザの状態に基づいて、１、または２以上
の上記ユーザに提示する内容を示す提示情報を決定するステップ、上記決定するステップ
において決定された上記提示情報が示す内容をユーザに提示するステップ、をコンピュー
タに実行させるためのプログラムが提供される。
 
【００２５】
　かかるプログラムを用いることによって、ユーザが手書きで入力を行う場合において、
ユーザの利便性の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、ユーザが手書きで入力を行う場合において、ユーザの利便性の向上を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に係る入力支援装置における推定処理の一例を説明するための
説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る提示情報の一例を示す説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置における処理の一例を説明するため
の説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置における処理の一例を示す説明図で
ある。
【図６】本発明の実施形態に係る入力支援装置における位置情報の検出処理の一例を示す
説明図である。
【図７】本発明の実施形態に係る入力支援装置における位置情報の検出処理の一例を示す
説明図である。
【図８】本発明の実施形態に係る入力支援装置における姿勢情報の検出処理の一例を示す
説明図である。
【図９】本発明の実施形態に係る入力支援装置における姿勢情報の検出処理の一例を示す
説明図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る入力支援装置における姿勢情報の検出処理の他の例を
示す説明図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る入力支援装置における提示の一例を示す説明図である
。
【図１２】本発明の実施形態に係る入力支援装置における提示の一例を示す説明図である
。
【図１３】本発明の実施形態に係る入力支援装置における入力位置・入力内容検出処理の
一例を示す説明図である。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置の構成の一例を示すブロック図で
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ある。
【図１５】本発明の実施形態に係る状態データベースの一例を示す説明図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置における処理の一例を示す説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２９】
（本発明の実施形態に係る入力支援方法）
　本発明の実施形態に係る入力支援装置（以下、総称して「入力支援装置１０００」と示
す場合がある。）の構成について説明する前に、本発明の実施形態に係る入力支援方法に
ついて説明する。以下では、本発明の実施形態に係る入力支援方法に係る処理を入力支援
装置１０００が行うものとして説明する。
【００３０】
　以下では、入力支援装置１０００が、例えばユーザが机上面に載置された紙媒体（例え
ば記入用紙など）に手書きで記入を行う場合において、ユーザによる手書き入力を支援す
る場合を主に例に挙げて説明する。なお、本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００
が支援する対象は、紙媒体への手書き入力に限られない。例えば、入力支援装置１０００
は、机上面に表示された画像（例えば記入用紙に相当する画像）に対するユーザによる手
書き入力を支援することも可能である。
【００３１】
　また、入力支援装置１０００が手書き入力を支援する対象としては、ユーザによる文字
の入力が挙げられるが、入力支援装置１０００が手書き入力を支援する対象は、上記に限
られない。例えば、入力支援装置１０００は、複数の選択項目の中から１または２以上の
項目を選択する入力など、文字入力以外のユーザによる入力を支援することも可能である
。
【００３２】
　上述したように、ユーザによる入力を支援する従来の技術では、ユーザによる所定の操
作がなされなければユーザを支援するための情報の内容が画面に表示されないので、ユー
ザに負担を強いることとなる。よって、ユーザによる入力を支援する従来の技術を用いた
としても、ユーザの利便性の向上を図ることができるとは限らない。
【００３３】
　また、例えばユーザが金融機関などの店舗において手書きで入力を行う場合、文字など
の入力が求められる事項としては、例えばユーザの個人情報などのユーザのプライバシー
に係る事項が挙げられる。そのため、ユーザによる手書き入力を支援する場合には、例え
ば、隠すべき情報の内容をユーザに対して表示しないことや、プライバシーに係る事項に
ついては音声では提示しないなど、ユーザに提示する情報に応じてユーザに提示する情報
の内容やユーザに提示する方法を変えることが、プライバシーを保護する観点から望まし
い。
【００３４】
　そこで、本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００は、手書き入力を行うユーザの
状態を推定し、推定結果に対応する情報の内容を推定結果に対応する方法でユーザに提示
することにより、ユーザによる手書き入力を支援する。ここで、入力支援装置１０００は
、手書き入力を行うユーザの状態を推定し、推定結果に基づいて、推定結果に対応する情
報の内容をユーザに提示するので、ユーザは、入力支援装置１０００に対して提示を要求
するための操作を特段行う必要はない。したがって、入力支援装置１０００は、例えばユ
ーザによる入力を支援する従来の技術のようにユーザに負担をかけることはないので、当
該従来の技術を用いる場合よりも、ユーザの利便性をより向上させることができる。
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【００３５】
　また、入力支援装置１０００は推定結果に対応する情報の内容を推定結果に対応する方
法でユーザに提示するので、入力支援装置１０００は、ユーザに特段の操作を強いること
なく、プライバシーを保護した上で手書き入力の支援のための情報の内容を、ユーザに提
示することが可能である。
【００３６】
　ここで、本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００がユーザに提示する手書き入力
の支援のための情報（以下、「提示情報」と示す。）が示す内容としては、例えば、ユー
ザが記入する紙媒体の記入例（見本）を示す画像や、記入の際の注意事項を示す文字、記
入内容に誤りがあった場合の該当箇所を示す画像、各種注意メッセージなどが挙げられる
。なお、本発明の実施形態に係る提示情報は、ユーザが手書き入力を行っている場合に提
示されるデータに限られない。例えば、入力支援装置１０００は、ユーザが記入する紙媒
体の選択に迷っていることを推定して、係員を呼び出す旨のメッセージをユーザに提示す
ることができる（ユーザが手書き入力を行う前に提示される提示情報の内容の一例）。ま
た、入力支援装置１０００は、例えば、ユーザが記入を完了したことを推定して、記入し
た紙媒体を提出する場所を示す地図画像をユーザに提示することも可能である（ユーザが
手書き入力を完了した後に提示される提示情報の内容の一例）。
【００３７】
　また、本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００が提示情報の内容をユーザに提示
する提示方法としては、例えば、入力支援装置１０００が備える表示デバイス（例えば後
述する表示部）や外部装置が備える表示デバイスに表示する方法（視覚的な提示）が挙げ
られる。なお、本発明の実施形態に係る提示情報の提示方法は、上記に限られない。例え
ば、本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００は、音声（音楽も含む。以下、同様と
する。）による提示（聴覚的な提示）や、振動による提示（触覚的な提示）、温度変化に
よる温度提示（触覚的な提示）、風による風提示（触覚的な提示）など、ユーザの五感に
訴える様々な提示方法を用いて提示を行うことができる。ここで、入力支援装置１０００
は、例えば、音量や音源の方向などのパラメータを用いて音声による提示を行い、振動方
向や振動間隔などのパラメータを用いて振動による提示を行う。また、入力支援装置１０
００は、例えば、机上面の温度分布をパラメータとして用いて温度提示を行い、風力や風
向などのパラメータを用いて風提示を行う。
【００３８】
　上記のように、手書き入力を行うユーザの状態を推定し、推定結果に対応する情報の内
容を推定結果に対応する方法でユーザに提示することによって、入力支援装置１０００は
、ユーザが手書きで入力を行う場合において、ユーザの利便性の向上を図ることができる
。
【００３９】
　より具体的には、入力支援装置１０００は、例えば下記の（１）の処理（検出処理）～
（４）の処理（提示処理）を行うことによって、ユーザの利便性の向上を図る。
【００４０】
（１）検出処理
　入力支援装置１０００は、手書き入力を行うユーザの状態を推定するために用いる情報
（以下、総称して「検出情報」と示す。）を検出する。本発明の実施形態に係る検出情報
としては、例えば、ユーザの身体に関する状態（以下、「人物状態」と示す場合がある。
）を示す人物状態情報と、ユーザによる机上面または机上面に載置された紙媒体への入力
の状態を示す入力状態情報とが挙げられる。なお、本発明の実施形態に係る検出情報は、
上記に限られない。例えば、ユーザが机上面に載置された紙媒体に入力（記入）を行う場
合、入力支援装置１０００は、紙媒体に付された紙媒体の種類を示す種類判別情報を、検
出情報として当該紙媒体から検出することも可能である。ここで、本発明の実施形態に係
る種類判別情報は、例えばバーコードの形式で紙媒体に付されるが、紙媒体に種類判別情
報を付す方法は、上記に限られない。
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【００４１】
　ここで、本発明の実施形態に係る人物状態情報としては、例えば、ユーザの位置を示す
位置情報またはユーザの姿勢を示す姿勢情報のうちのいずれか一方、または双方が挙げら
れる。ユーザの位置および／またはユーザの姿勢を検出することによって、入力支援装置
１０００は、支援対象のユーザの身体的な状態を特定することができる。よって、入力支
援装置１０００は、後述する（２）の処理（推定処理）において、特定されるユーザの身
体的な状態に対応する状態に基づいて、ユーザの状態を推定することが可能となる。
【００４２】
　また、本発明の実施形態に係る入力状態情報としては、例えば、机上面におけるユーザ
による入力の位置を示す入力位置情報と、ユーザによる入力の内容を示す入力内容情報の
うちのいずれか一方、または双方が挙げられる。机上面におけるユーザによる入力の位置
および／またはユーザによる入力の内容を検出することによって、入力支援装置１０００
は、例えば支援対象のユーザが机上面（または紙媒体上）のどこに何を入力しているのか
など、ユーザによる入力の状態を特定することができる。よって、入力支援装置１０００
は、後述する（２）の処理（推定処理）において、特定される入力の状態に対応する状態
に基づいて、ユーザの状態を推定することが可能となる。また、例えば、紙媒体から検出
した種類判別情報に基づいて特定される机上面に載置された紙媒体と、ユーザによる入力
の状態の特定結果とを用いることによって、入力支援装置１０００は、ユーザにより入力
された内容に誤りがあるか否かを判定することも可能である。
【００４３】
　入力支援装置１０００は、（１）の処理において、例えば上記のような検出情報を検出
する。なお、入力支援装置１０００は、人物状態情報、入力状態情報、および種類判別情
報の全てを、検出情報として検出することに限られない。例えば、入力支援装置１０００
は、人物状態情報と入力状態情報とのうちのいずれか一方を、検出情報として検出するこ
とも可能である。また、人物状態情報、入力状態情報、および種類判別情報の具体的な検
出方法については、後述する。
【００４４】
（２）推定処理
　上記（１）の処理（検出処理）において検出情報が検出されると、入力支援装置１００
０は、検出した検出情報に基づいて、１、または２以上の手書き入力を行うユーザの状態
を推定する。
【００４５】
　より具体的には、入力支援装置１０００は、例えば、検出された検出情報それぞれを用
いたユーザの状態の推定、および／または、検出された検出情報を組合せたユーザの状態
の推定によって、１または２以上のユーザの状態を推定する。また、入力支援装置１００
０は、例えば推定結果を学習し、学習結果を用いて推定を行うことも可能である。なお、
入力支援装置１０００における推定処理の具体例については、後述する。
【００４６】
　ここで、入力支援装置１０００は、各時点において検出された人物状態情報や入力状態
情報を用いてユーザの状態を推定するが、入力支援装置１０００における処理は、上記に
限られない。例えば、入力支援装置１０００は、複数の人物状態情報を用いて人物状態の
時系列変化や、複数の入力状態情報を用いた入力状態の時系列変化を検出して、検出した
時系列変化の情報を用いてユーザの状態を推定することも可能である。なお、入力支援装
置１０００は、上記時系列変化の情報の検出を、上記（１）の処理（検出処理）において
行ってもよい。以下では、本発明の実施形態に係る人物状態情報には、人物状態の時系列
変化の情報が含まれうるものとし、また、本発明の実施形態に係る入力状態情報には、入
力状態の時系列変化の情報が含まれうるものとして説明する。
【００４７】
（３）提示情報決定処理
　上記（２）の処理（推定処理）においてユーザの状態が推定されると、入力支援装置１
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０００は、推定したユーザの状態に基づいて、１、または２以上の提示情報を決定する。
【００４８】
　より具体的には、入力支援装置１０００は、推定結果（例えばＩＤで表される。）と提
示内容や提示方法などを示す情報とが、推定結果ごとに対応付けて記録された提示情報デ
ータベース（提示情報の一例）を用いることによって、推定したユーザの状態に対応する
提示情報を決定する。ここで、本発明の実施形態に係る提示内容を示す情報としては、例
えば、ユーザに提示するメッセージを示すテキストデータや、ユーザに提示する画像（静
止画像／動画像）を示す画像データ、ユーザに提示する音声を示す音声データなどが挙げ
られる。また、本発明の実施形態に係る提示内容を示す情報は、上記各データが記憶され
ている場所を示す情報（例えばファイルパス）であってもよい。
【００４９】
　また、提示情報データベースには、推定結果ごとに優先度が設定されていてもよい。推
定結果ごとに優先度が設定されることによって、入力支援装置１０００は、後述する（４
）の処理（提示処理）において、優先度に基づいて表示順序や表示内容を調整してユーザ
に提示することが可能となる。なお、本発明の実施形態に係る提示情報が、例えばＲＤＢ
（Relational　DataBase）などのデータベースに限られないことは、言うまでもない。
【００５０】
（４）提示処理
　上記（３）の処理において提示情報が決定されると、入力支援装置１０００は、決定さ
れた提示情報に基づいて、提示情報が示す内容をユーザに提示する。
【００５１】
　ここで、上記（３）の処理において複数の提示情報が決定され、提示情報に優先度が設
定されている場合には、入力支援装置１０００は、例えば、設定されている優先度に基づ
いて、提示情報の提示順序や提示内容を調整してユーザに提示する。より具体的には、入
力支援装置１０００は、例えば、優先度が高い順に提示情報が示す内容をユーザに提示す
る。また、例えば、提示情報に設定されている提示情報の内容を表示する領域を示す表示
指定領域が、複数の提示情報で重なっている場合には、入力支援装置１０００は、優先度
がより高い提示情報を表示指定領域に表示させ、他の提示情報の表示位置を、他の提示情
報と重ならない領域に表示させる。また、決定された複数の提示情報の中に、優先度が同
一の提示情報がある場合には、入力支援装置１０００は、例えば、推定結果を示すＩＤ（
例えば数字で表される。）が小さい方を優先的に提示する。なお、提示情報に優先度が設
定されている場合における提示処理が、上記に限られないことは、言うまでもない。
【００５２】
　入力支援装置１０００は、例えば上記（１）の処理（検出処理）～（４）の処理（提示
処理）を、本発明の実施形態に係る提示方法に係る処理として行う。上記（１）の処理（
検出処理）～（４）の処理（提示処理）を行うことによって、入力支援装置１０００は、
手書き入力を行うユーザの状態を推定し、推定結果に対応する情報の内容を推定結果に対
応する方法でユーザに提示することが可能となる。
【００５３】
　したがって、例えば上記（１）の処理（検出処理）～（４）の処理（提示処理）を行う
ことによって、入力支援装置１０００は、ユーザが手書きで入力を行う場合においてユー
ザの利便性の向上を図ることができる。
【００５４】
（本発明の実施形態に係る入力支援装置）
　次に、上述した本発明の実施形態に係る提示方法に係る処理を行うことが可能な、本発
明の実施形態に係る入力支援装置１０００の構成の一例について説明する。以下では、本
発明の実施形態に係る入力支援装置１０００が、例えば金融機関や公共機関などの記載台
や窓口におけるユーザの手書き入力を支援する場合を例に挙げて説明する。なお、本発明
の実施形態に係る入力支援装置１０００が、上記の用途に用いられることに限られないこ
とは、言うまでもない。
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【００５５】
［第１の実施形態に係る入力支援装置］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００の構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【００５６】
　入力支援装置１００は、例えば、検出部１０２と、状態推定部１０４と、提示情報決定
部１０６と、情報提示部１０８とを備える。
【００５７】
　また、入力支援装置１００は、例えば、制御部（図示せず）や、ＲＯＭ（Read　Only　
Memory；図示せず）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory；図示せず）、記憶部（図示せず
）などを備えてもよい。入力支援装置１００は、例えば、データの伝送路としてのバス（
bus）により各構成要素間を接続する。
【００５８】
　ここで、制御部（図示せず）は、例えばＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）や各種機
能を実現するための集積回路などで構成され、入力支援装置１００全体を制御する役目を
果たす。また、制御部（図示せず）は、例えば状態推定部１０４や提示情報決定部１０６
など、本発明の実施形態に係る提示方法に係る処理を行う役目を果たしてもよい。ＲＯＭ
（図示せず）は、例えば制御部（図示せず）が使用するプログラムや演算パラメータなど
の制御用データを記憶する。ＲＡＭ（図示せず）は、例えば制御部（図示せず）により実
行されるプログラムなどを一時的に記憶する。記憶部（図示せず）は、入力支援装置１０
０が備える記憶手段であり、アプリケーションや様々なデータを記憶する。また、例えば
、上述した提示情報データベースや、後述する状態データベースなどの本発明の実施形態
に係るデータベースやデータは、記憶部（図示せず）に記憶されていてもよい。ここで、
記憶部（図示せず）としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、フラッシ
ュメモリなどの不揮発性メモリなどが挙げられる。
【００５９】
　検出部１０２は、例えば、位置検出部１１０と、姿勢検出部１１２と、入力位置検出部
１１４と、入力内容検出部１１６とを備え、上記（１）の処理（検出処理）を主導的に行
う役目を果たす。
【００６０】
　位置検出部１１０は、例えば複数のカメラアレイや、圧力センサなどで構成され、ユー
ザの位置を検出して位置情報を生成する（位置情報の検出）。また、姿勢検出部１１２は
、例えばレーザレンジファインダなどで構成され、ユーザの姿勢を検出して姿勢情報を生
成する（姿勢情報の検出）。つまり、位置検出部１１０と姿勢検出部１１２とは、本発明
の実施形態に係る人物状態情報を生成する役目を果たす。
【００６１】
　なお、図１では、検出部１０２が位置情報および姿勢情報の双方を検出する例を示して
いるが、検出部１０２の構成は、上記に限られない。例えば、入力支援装置１００は、位
置検出部１１０および姿勢検出部１１２の双方を備えない構成（すなわち、人物状態情報
を検出しない構成）をとることができ、また、位置検出部１１０および姿勢検出部１１２
のうちのいずれか一方を備える構成（すなわち、位置情報または姿勢情報のいずれかを検
出する構成）をとることも可能である。
【００６２】
　また、位置検出部１１０と姿勢検出部１１２との構成は、上記に限られない。例えば、
入力支援装置１００は、ユーザの位置を特定する可能な任意のデバイス（またはデバイス
の組合せ）を位置検出部１１０として備えることができ、また、ユーザの姿勢を特定する
可能な任意のデバイス（またはデバイスの組合せ）を姿勢検出部１１２として備えること
ができる。
【００６３】
　入力位置検出部１１４は、例えば赤外線カメラなどで構成され、ユーザが手書き入力に
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用いる入力装置の入力ポイントを検出して入力位置情報を生成する（入力位置情報の検出
）。ここで、本発明の実施形態に係る入力装置としては、例えばペンなどが挙げられ、ま
た、本発明の実施形態に係る入力装置の入力ポイントとしては、例えばペン先が挙げられ
る。また、入力位置検出部１１４は、机上面に載置された用紙（紙媒体の一例。以下、同
様とする。）に付されたバーコードを読み取り、種類判別情報を検出する役目を果たして
もよい。
【００６４】
　また、入力内容検出部１１６は、例えば、超音波センサと赤外線センサで構成され、ユ
ーザの記入内容を検出して入力内容情報を生成する（入力内容情報の検出）。なお、入力
内容検出部１１６の構成は、超音波と赤外線とを組み合わせた文字認識の方式を用いてユ
ーザの記入内容を検出する構成に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る入力内容
検出部１１６は、ユーザの手書き入力の内容を検出可能な任意の方式を実現するための構
成をとることが可能である。
【００６５】
　つまり、入力位置検出部１１４と入力内容検出部１１６とは、本発明の実施形態に係る
入力状態情報を生成する役目を果たす。なお、図１では、検出部１０２が入力位置情報お
よび入力内容情報の双方を検出する例を示しているが、検出部１０２の構成は、上記に限
られない。例えば、入力支援装置１００は、入力位置検出部１１４および入力内容検出部
１１６の双方を備えない構成（すなわち、入力状態情報を検出しない構成）をとることが
でき、また、入力位置検出部１１４および入力内容検出部１１６のうちのいずれか一方を
備える構成（すなわち、入力位置情報または入力内容情報のいずれかを検出する構成）を
とることも可能である。
【００６６】
　検出部１０２は、例えば、上記のような構成を有する位置検出部１１０、姿勢検出部１
１２、入力位置検出部１１４、および入力内容検出部１１６を備えることによって、上記
（１）の処理（検出処理）を主導的に行う。なお、本発明の実施形態に係る検出部１０２
が、検出部１０２を構成する各構成要素間でセンサ類を共有することが可能な構成をとる
ことができることは、言うまでもない。
【００６７】
　状態推定部１０４は、例えば、人物状態推定部１１８と、入力状態推定部１２０と、組
合せ推定部１２２とを備え、上記（２）の処理（推定処理）を主導的に行う役目を果たす
。より具体的には、状態推定部１０４は、検出部１０２から伝達される検出情報に基づい
て、１、または２以上の手書き入力を行うユーザの状態を推定する。そして、状態推定部
１０４は、例えば、推定結果を示す識別情報を、提示情報決定部１０６へ伝達する。以下
では、識別情報を「状態ＩＤ」と示す場合がある。
【００６８】
　人物状態推定部１１８は、検出部１０２から伝達される、ユーザの身体に関する状態を
示す人物状態情報に基づいて、ユーザの状態を推定する。
【００６９】
　例えば、人物状態推定部１１８は、伝達される位置情報が示すユーザの位置が、所定の
範囲内にないときには、ユーザが通常入力を行う位置から外れていると推定する。上記の
場合には、入力支援装置１００は、例えば、上記所定の範囲内にユーザを誘導するための
提示を行う。また、人物状態推定部１１８は、例えば、伝達される姿勢情報が、ユーザが
頭を何度も傾けたことを示すときには、ユーザが係員など探していると推定する。上記の
場合には、入力支援装置１００は、例えば、係員にユーザが探していることを知らせるた
めに、例えばランプを点灯させることによる視覚的な通知や、音声による聴覚的な通知を
行う。また、例えば上記のように視覚的な通知や聴覚的な通知を行う場合には、入力支援
装置１００は、ユーザに対してもその旨を提示することとなる。また、人物状態推定部１
１８は、位置情報と姿勢情報とが伝達される場合には、上記のような位置情報、姿勢情報
それぞれに基づく推定を行うことができ、また、位置情報および姿勢情報を組み合わせて
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推定を行うことも可能である。なお、人物状態推定部１１８における推定の例が、上記に
限られないことは、言うまでもない。
【００７０】
　入力状態推定部１２０は、検出部１０２から伝達される、入力の状態を示す入力状態情
報に基づいて、ユーザの状態を推定する。
【００７１】
　例えば、入力状態推定部１２０は、伝達される入力位置情報が示す入力位置が所定の範
囲内にないときには、入力を行う位置から外れていると推定する。上記の場合には、入力
支援装置１００は、例えば、エラーメッセージや警告メッセージをユーザに提示する。こ
こで、入力状態推定部１２０は、例えば検出された種類判別情報をさらに用いることによ
って、用紙における記入欄から外れていることを推定することが可能である。また、入力
状態推定部１２０は、例えば、伝達される入力内容情報に基づいて入力内容に誤りがある
ことを推定する。入力状態推定部１２０は、例えば、ユーザが住所を記入した場合、記入
された内容と一致する地名が存在しない場合には、入力内容に誤りがあることを推定する
。上記の場合には、入力支援装置１００は、例えばエラーメッセージや警告メッセージを
ユーザに提示する。また、入力状態推定部１２０は、入力位置情報と入力内容情報とが伝
達される場合には、上記のような入力位置情報、入力内容情報それぞれに基づく推定を行
うことができ、また、入力位置情報および入力内容情報を組み合わせて推定を行うことも
可能である。なお、入力状態推定部１２０における推定の例が、上記に限られないことは
、言うまでもない。
【００７２】
　組合せ推定部１２２は、人物状態情報と入力状態情報とに基づいて、ユーザの状態を推
定する。
【００７３】
　例えば、姿勢情報が重心位置を示す場合、組合せ推定部１２２は、当該重心位置、当該
重心位置の分散、および所定の閾値に基づいて、ユーザの前屈み量の度合い（例えば、大
、中、小の三段階で表される。）を特定する。そして、組合せ推定部１２２は、例えば、
特定したユーザの前屈み量の度合いと、位置情報が示すユーザの位置と、入力位置情報が
示す入力位置とに基づいて、机上面のどの入力欄にユーザが記載を行っているかを推定す
る。また、組合せ推定部１２２は、検出された種類判別情報をさらに用いることによって
、机上面に載置された用紙のどの入力欄にユーザが記載を行っているかを推定することが
可能である。
【００７４】
　また、組合せ推定部１２２は、入力内容情報に基づいて入力内容に誤りがあることを推
定した場合には、さらにユーザの前屈み量の度合いに基づいて、ユーザの状態を推定する
ことも可能である。例えば、上記の場合において、ユーザの前屈み量が大きいときには、
組合せ推定部１２２は、ユーザが入力の誤りに気づいていない状態（すなわち、ユーザに
対する注意喚起が必要な状態）であると推定する。また、上記の場合において、ユーザの
前屈み量が小さいときには、組合せ推定部１２２は、ユーザが記入する内容に迷っている
状態（すなわち、係員などの呼び出しを促すメッセージが必要な可能性がある状態）であ
ると推定する。
【００７５】
　組合せ推定部１２２は、例えば上記のようにユーザの身体に関する状態と入力の状態と
を段階的に推定することによって、ユーザの状態を推定する。ここで、組合せ推定部１２
２は、例えば２クラスのパターン識別器であるサポートベクターマシーン（Support　Vec
tor　Machine：ＳＶＣ）などの識別手法を用いることによって、上記段階的な推定を実現
することができる。
【００７６】
　なお、組合せ推定部１２２における推定方法は、上記に限られない。例えば、組合せ推
定部１２２は、設定された複数の条件それぞれの判定結果の組合せに基づいて、ユーザの
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状態を推定することもできる。より具体的には、組合せ推定部１２２は、例えば、ユーザ
の身体に関する状態と入力の状態とに関する条件を複数設け、伝達される人物状態情報と
入力状態情報とに基づいて、当該複数の条件それぞれを満たすか否かを判定する。そして
、組合せ推定部１２２は、複数の条件それぞれの判定結果の組合せに基づいて、ユーザの
状態を推定する。
【００７７】
　図２は、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における推定処理の一例を説明す
るための説明図であり、入力支援装置１００（より厳密には、状態推定部１０４）がユー
ザの状態の推定に用いるテーブルの一例を示している。図２に示すように、状態推定部１
０４が推定するユーザの状態としては、例えば、“記入開始状態”や、“ユーザが用紙の
選択に迷っている状態”、“ユーザが記入箇所に迷っている状態”などが挙げられる。な
お、入力支援装置１００が推定するユーザの状態は、図２に示す例に限られない。例えば
、入力支援装置１００は、“ユーザが用紙に記入を行っている状態”や、“用紙への記入
に誤りがある状態”など様々な状態が挙げられる。
【００７８】
　また、図２に示す条件１、条件２、…は、状態推定部１０４が、人物状態情報や入力状
態情報などに基づいて推定する各状態を示している。状態推定部１０４を構成する組合せ
推定部１２２は、検出部１０２から伝達される人物状態情報や入力状態情報などに基づい
て、条件を満たしている（図２に示すＴ）、または、条件を満たしていない（図２に示す
Ｆ）を、条件ごとに判定する。そして、組合せ推定部１２２は、判定結果の組合せに対応
する状態（図２に示す推定状態）を、ユーザの状態として推定する。
【００７９】
　例えば、ユーザが記入箇所に迷っている状態としては、（ａ）位置情報が示すユーザの
位置が、書き込みが可能な所定の範囲内にあること、（ｂ）姿勢情報が示す姿勢が、ユー
ザが書き込みを行うことが可能な姿勢であること、（ｃ）入力位置情報が示す入力位置が
、ユーザが記入を行うことが可能な位置であること、（ｄ）入力内容情報が示す入力内容
が、例えば数秒など所定の時間変化していないこと、の４つの条件を満たす場合が挙げら
れる。
【００８０】
　よって、状態推定部１０４を構成する組合せ推定部１２２は、例えば図２に示すような
テーブルを用いることによって、複数の条件それぞれの判定結果の組合せに基づいて、ユ
ーザの状態を推定することができる。
【００８１】
　なお、本発明の実施形態に係る状態推定部１０４がユーザの状態の推定に用いるテーブ
ルは、図２に示す例に限られない。例えば、状態推定部１０４は、同一のユーザの状態を
異なる条件の組合せに対応付けることによって、同一のユーザの状態を異なるユーザの状
態として推定することも可能である。入力内容に誤りがある状態を例に挙げると、状態推
定部１０４は、例えば、入力の誤りがある閾値以下（または閾値未満。以下、同様とする
。）の場合には、注意喚起のメッセージを提示するための状態として推定する。また、状
態推定部１０４は、例えば、入力の誤りがある閾値を超えた場合（または閾値以上の場合
。以下、同様とする。）には、係員を呼び出す旨のメッセージを提示する。状態推定部１
０４は、同一のユーザの状態であっても条件の組合せに応じて異なる状態ＩＤとすること
によって、同一のユーザの状態に対して異なる提示を行うことができる。
【００８２】
　また、入力支援装置１００が、ユーザの入力内容（例えば、氏名や、口座番号など）に
基づいて、ユーザの年齢や性別などのユーザの属性を示す属性情報を取得する機能を有し
ている場合には、状態推定部１０４は、属性情報に対応する条件を推定の条件の一つとす
ることによって、同一のユーザの状態を異なる条件の組合せに対応付けることも可能であ
る。上記によって、状態推定部１０４は、同一のユーザの状態であっても、例えばユーザ
の年齢層などの属性に応じて、ユーザに提示する内容や方法を変化させることができる。
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【００８３】
　状態推定部１０４は、例えば、人物状態推定部１１８、入力状態推定部１２０、および
組合せ推定部１２２を備えることによって、上記（２）の処理（推定処理）を主導的に行
う。なお、本発明の実施形態に係る状態推定部１０４は、人物状態推定部１１８、入力状
態推定部１２０、および組合せ推定部１２２で構成される例に限られない。例えば、状態
推定部１０４は、検出部１０２の構成に応じて、人物状態推定部１１８、入力状態推定部
１２０、および組合せ推定部１２２のうちの、いずれかを備える構成をとることも可能で
ある。
【００８４】
　再度図１を参照して、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００の構成の一例
について説明する。提示情報決定部１０６は、上記（３）の処理（提示情報決定処理）を
主導的に行う役目を果たす。より具体的には、提示情報決定部１０６は、例えば、提示情
報データベース（提示情報の一例）を用いることによって、推定したユーザの状態に対応
する提示情報を決定する。
【００８５】
　図３は、本発明の実施形態に係る提示情報の一例を示す説明図であり、提示情報データ
ベース１２４の一例を示している。ここで、本発明の実施形態に係る提示情報データベー
ス１２４は、例えば、ＸＭＬ（Extensible　Markup　Language）などの意味・構造を記述
する言語によって記述される。なお、本発明の実施形態に係る提示情報データベース１２
４が、ＸＭＬなどの意味・構造を記述する言語によって記述されることに限られないこと
は、言うまでもない。
【００８６】
　図３に示す“状態ＩＤ”は、状態推定部１０４において推定された推定結果を識別する
ための識別情報である。提示情報決定部１０６は、状態推定部１０４から伝達される状態
ＩＤ（識別情報）を用いて提示情報データベースを検索することによって、状態推定部１
０４における推定結果に対応する提示情報を特定することができる。
【００８７】
　図３に示す“提示情報の種別”は、メッセージや注意喚起（注意喚起のメッセージ）な
ど、提示情報が示す内容を示している。また、図３に示す“ファイル名”は、提示情報の
内容を示すデータを特定するものである。なお、図３では、ファイル名のみが記載されて
いるが、当該ファイルが記憶されている場所（いわゆるファイルパス）が記録されていて
もよい。ここで、本発明の実施形態に係るメッセージとしては、例えば、記入開始状態に
おいて提示される「いらっしゃいませ」、「こちらでご記入ください」や、記入終了状態
において提示される「ありがとうございました」などが挙げられる。また、本発明の実施
形態に係る注意喚起のメッセージとしては、例えば、入力内容に誤りがある状態において
提示される、誤りがある箇所のハイライト表現や、記入する内容に迷っている状態におい
て提示される、係員を呼び出す旨のメッセージなどが挙げられる。
【００８８】
　なお、本発明の実施形態に係る提示情報が示す内容は、上記のようなメッセージに限ら
れない。例えば、入力支援装置１００は、ユーザが記入を行う項目の記入例や、デジタル
・サイネージのように広告を提示することも可能である。
【００８９】
　また、図３に示す“表示指定領域”は、提示情報の内容を表示部（後述する）などの表
示画面に表示する場合における表示領域（表示面積や表示形状）を示している。また、図
３に示す“優先度”は、提示情報それぞれの重要度を示す指標であり、上述したように、
入力支援装置１００は、提示情報に設定されている優先度に基づいて、提示順序や提示内
容を調整する。図３に示すような提示情報データベースを用いることによって、入力支援
装置１００は、優先度を用いたビュー・マネジメント手法を用いて、ユーザに提示情報の
内容を提示することができる。
【００９０】
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　ここで、本発明の実施形態に係る優先度は、図３に示すように予め設定されるが、本発
明の実施形態に係る優先度は、予め設定されることに限られない。例えば、入力支援装置
１００は、ユーザの属性を示す属性情報を取得した場合には、属性情報に基づいて、優先
度を調整することも可能である。属性情報が示すユーザの年齢に基づいて、ユーザが高齢
者層に該当する場合には、入力支援装置１００は、例えば、表示される文字が大きな提示
情報の優先度をより高く設定する。
【００９１】
　提示情報決定部１０６は、例えば、状態推定部１０４から伝達される状態ＩＤ（識別情
報）と、図３に示すような提示情報データベースを用いて、１、または２以上の提示情報
を決定する。なお、本発明の実施形態に係る提示情報は、図３に示す提示情報データベー
スに限られない。例えば、本発明の実施形態に係る提示情報は、提示方法や、上述した音
量や音源の方向などの提示に係るパラメータなどの情報をさらに含んでいてもよい。
【００９２】
　また、提示情報決定部１０６は、情報提示部１０８における提示情報の提示を管理する
役目を果たしてもよい。より具体的には、提示情報決定部１０６は、例えば、提示情報が
示す内容の提示を開始させる制御信号や、提示情報が示す内容や表示方式を変更させる制
御信号、提示情報が示す内容の提示を停止させる制御信号などの、各種制御信号を情報提
示部１０８に伝達することによって、情報提示部１０８における提示情報の提示を管理す
る。
【００９３】
　再度図１を参照して、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００の構成の一例
について説明する。情報提示部１０８は、上記（４）の処理（提示処理）を行う役目を果
たす。
【００９４】
　より具体的には、情報提示部１０８は、提示情報決定部１０６から伝達される制御信号
に基づいて、当該制御信号に対応する提示情報の提示、提示内容などの変更、提示の停止
を行う。ここで、情報提示部１０８が提示に用いる提示情報の内容を示す各種データは、
例えば記憶部（図示せず）に記憶され、提示情報の提示を行う場合には、情報提示部１０
８は、伝達される制御信号に基づいて記憶部（図示せず）から提示情報を適宜読み出す。
そして、情報提示部１０８は、読み出した提示情報のデコード処理などの各種処理を行っ
て、提示を行う。
【００９５】
　ここで、図１では、情報提示部１０８が、提示情報の内容を視覚的にユーザに提示する
ことが可能な表示部１２６を備える構成を示している。表示部１２６としては、例えば、
液晶ディスプレイ（Liquid　Crystal　Display：ＬＣＤ）や有機ＥＬディスプレイ（orga
nic　ElectroLuminescence　display）、表示スクリーンおよびプロジェクタから構成さ
れる映像投影機器などが挙げられる。なお、表示部１２６は、例えばタッチスクリーンな
ど、表示とユーザ操作とが可能なデバイスであってもよい。
【００９６】
　なお、本発明の実施形態に係る情報提示部１０８の構成は、図１に示す構成に限られな
い。例えば、本発明の実施形態に係る情報提示部１０８は、ＤＳＰ（Digital　Signal　P
rocessor）と、増幅器（アンプ）やスピーカなどから構成される音声出力デバイスとを備
えてもよい。上記の場合には、入力支援装置１００は、音声による提示（聴覚的な提示）
を実現することが可能となる。また、本発明の実施形態に係る情報提示部１０８は、例え
ば、振動による提示（触覚的な提示）や、温度変化による温度提示（触覚的な提示）、風
による風提示（触覚的な提示）など、ユーザの五感に訴える様々な提示方法を実現するた
めのデバイスを備えていてもよい。
【００９７】
　第１の実施形態に係る入力支援装置１００は、例えば図１に示す構成によって、上記（
１）の処理（検出処理）～（４）の処理（提示処理）を行うことが可能である。よって、



(17) JP 5691512 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

入力支援装置１００は、例えば図１に示す構成によって、ユーザが手書きで入力を行う場
合においてユーザの利便性の向上を図ることができる。
【００９８】
　なお、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００の構成は、図１に示す構成に
限られない。例えば、入力支援装置１００は、通信部（後述する）を備え、ネットワーク
などを介して（または直接的に）外部装置と通信を行うことも可能である。
【００９９】
［第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理の具体例］
　次に、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理についてより具
体的に説明する。以下では、入力支援装置１００が、人物状態情報、入力状態情報、およ
び種類判別情報を検出する場合を例に挙げて、処理の一例について説明する。また、以下
では、入力支援装置１００が、位置情報および姿勢情報の双方を人物状態情報として検出
し、また、入力位置情報および入力内容情報を入力状態情報として検出する場合を例に挙
げて説明する。
【０１００】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理の一例を説明
するための説明図であり、入力支援装置１００のハードウェア構成の一例を示している。
【０１０１】
　図４を参照すると、入力支援装置１００は、机上面１５０と、表示スクリーン１５２と
、映像投影器１５４と、対象物までの距離を計測する機能を有する距離計測器１５６と、
ユーザの重心位置を計測する機能を有する重心位置計測器１５８と、表示スクリーン１５
２に接地された際に生じる陰影を検出する映像取得器１６０とを備える。ここで、表示ス
クリーン１５２および映像投影器１５４は、例えば情報提示部１０８の役目を果たす。距
離計測器１５６および重心位置計測器１５８は位置検出部１１０および姿勢検出部１１２
としての役目を果たす。また、映像取得器１６０は、入力位置検出部１１４としての役目
を果たす。つまり、距離計測器１５６、重心位置計測器１５８、および映像取得器１６０
は、検出部１０２としての役目を果たす。なお、入力支援装置１００のハードウェア構成
は、図４に示す構成に限られない。例えば、入力支援装置１００は、状態推定部１０４お
よび提示情報決定部１０６の役目を果たす処理装置（コンピュータ）を備える。また、入
力支援装置１００は、入力位置検出部１１４としての役目を果たす赤外線カメラ（図示せ
ず）を備えていてもよい。
【０１０２】
　また、図４では、ユーザが手書き入力を行う装置としてペン形状の入力装置３００を示
し、ユーザが入力を行う対象として、机上面１５０に載置された用紙４００を示している
。上述したように、入力支援装置１００は、例えば、入力位置検出部１１４としての役目
を果たす赤外線カメラを用いて、入力装置３００の入力ポイントを検出することによって
入力内容情報を検出することが可能である。
【０１０３】
　以下、入力支援装置１００が図４に示す構成である場合を例に挙げて、入力支援装置１
００の処理の一例について説明する。なお、以下では、入力支援装置１００が赤外線カメ
ラ（図示せず）を備えている場合を例に挙げて、入力支援装置１００の処理の一例につい
て説明する。図５は、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理の
一例を示す説明図である。
【０１０４】
　入力支援装置１００は、ユーザが検出されたか否かを判定する（Ｓ１００）。ここで、
入力支援装置１００は、ユーザが検出されているか否かを、例えばフラグを用いて管理す
る。
【０１０５】
　より具体的には、入力支援装置１００は、例えば、重心位置計測器１５８が検出した圧
力値が所定の閾値を超えたと判定した場合に、ユーザが検出されたと判定する。そして、
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入力支援装置１００は、上記フラグを検出されたことを示す状態とし、検出されたと判定
されなくなるまで当該フラグの状態を保持する。また、入力支援装置１００は、圧力値が
所定の閾値を超えたと判定されなくなった場合には、上記フラグを検出されていないこと
を示す状態とし、検出されたと判定されるまで当該フラグの状態を保持する。
【０１０６】
　例えば、ユーザが入力支援装置１００の前（重心位置計測器１５８上）に立つと、ユー
ザの体重により圧力値が閾値を超えるので、入力支援装置１００は、上記フラグを検出さ
れたことを示す状態とする。
【０１０７】
　なお、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００におけるユーザの検出方法は、上記
に限られない。例えば、入力支援装置１００は、位置検出部１１０としての役目を果たす
距離計測器１５６を用いてユーザを検出することも可能である。より具体的には、入力支
援装置１００は、例えば、距離計測器１５６が検出した距離値（位置情報の一例）が、所
定の閾値より小さくなり、かつ、当該閾値より小さい状態が一定時間継続している場合に
、ユーザが検出されたと判定する。また、入力支援装置１００は、例えば、位置検出部１
１０としての役目を果たす複数の撮像装置（図示せず）を机上面１５０の周辺に配置し、
入力支援装置１００の周辺に人物が存在しないときの画像（基準画像）と、撮像した画像
（撮像画像）とを比較することによって、ユーザを検出することも可能である。より具体
的には、入力支援装置１００は、例えば、上記基準画像と撮像画像とについて、背景差分
や肌色検出などの手法を用いることによって、ユーザを検出する。
【０１０８】
　ステップＳ１００においてユーザが検出されたと判定されない場合には、入力支援装置
１００は、ユーザが検出されたと判定されるまで処理を進めない。
【０１０９】
　また、ステップＳ１００においてユーザが検出されたと判定された場合には、入力支援
装置１００は、位置情報と姿勢情報とを検出する位置・姿勢検出処理を行う（Ｓ１０２）
。
【０１１０】
〔位置・姿勢検出処理の一例〕
〔１〕位置情報の検出処理の一例
　入力支援装置１００は、例えば、重心位置計測器１５８の検出結果に基づいて、ユーザ
の位置を検出する。ここで、ユーザがはいている靴の形状によって、重心位置計測器１５
８において圧力が検出されるポイント数量は変化する。しかしながら、例えば、人間の体
重がとり得る常識的な範囲で検出の閾値を設定することによって、当該閾値を超えたポイ
ント位置（または閾値以上のポイント位置。以下、同様とする。）からユーザの足の形状
を推定することが可能である。よって、入力支援装置１００は、上記推定によって、ユー
ザが推定された位置に立っていることを検出することができる。
【０１１１】
　図６、図７は、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における位置情報の検出処
理の一例を示す説明図である。ここで、図６、図７は、入力支援装置１００が、重心位置
計測器１５８の検出結果に基づいて、ユーザの位置を検出する例を示している。
【０１１２】
　入力支援装置１００は、重心位置計測器１５８において一定面積以上の圧力値が閾値を
超えた領域が検出されたか否かを判定する（Ｓ２００）。ステップＳ２００において一定
面積以上の圧力値が閾値を超えた領域が検出されたと判定されない場合には、入力支援装
置１００は、検出されたと判定されるまで処理を進めない。
【０１１３】
　また、ステップＳ２００において一定面積以上の圧力値が閾値を超えた領域が検出され
たと判定された場合には、入力支援装置１００は、当該領域における重心位置を算出する
（Ｓ２０２）。そして、入力支援装置１００は、算出された重心位置をユーザの位置とし
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て検出する。図７は、入力支援装置１００が算出した重心位置の一例を示している。入力
支援装置１００は、例えば、重心位置計測器１５８の特定の位置を原点とした座標系を用
いて、重心位置を座標で表す。
【０１１４】
　入力支援装置１００は、例えば図６に示す処理によって、ユーザの位置を検出して位置
情報（例えば重心位置を示す座標データ）を生成する。
【０１１５】
　なお、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における位置検出処理は、上記に限
られない。例えば、入力支援装置１００は、距離計測器１５６が検出した距離値を用いて
上記重心位置を補正することも可能である。また、入力支援装置１００は、例えば、距離
計測器１５６が検出した距離値そのものを位置情報としてもよい。
【０１１６】
〔２〕姿勢情報の検出方法の一例
　位置情報が検出されると、入力支援装置１００は、例えば、重心位置計測器１５８を用
いて、姿勢情報を検出する。より具体的には、入力支援装置１００は、例えば、検出され
た位置の周囲に検出される圧力値の分布によって、ユーザの身体の重心位置や圧力分布の
分散などを算出し、算出した値を姿勢情報とする。
【０１１７】
　図８、図９は、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における姿勢情報の検出処
理の一例を示す説明図である。ここで、図８、図９は、入力支援装置１００が、重心位置
計測器１５８の検出結果に基づいて、ユーザの姿勢を検出する例を示している。図９に示
す座標（ｘ１，ｙ１）、（ｘ２，ｙ２）は、重心位置を示しており、また、図９に示す座
標（ｘ３，ｙ３）、（ｘ４，ｙ４）は、圧力が最も高い位置（以下、「最圧位置」と示す
場合がある。）を示している。
【０１１８】
　入力支援装置１００は、重心位置と最圧位置とのユークリッド距離を算出する（Ｓ３０
０）。
【０１１９】
　ステップＳ３００においてユークリッド距離が算出されると、入力支援装置１００は、
ユークリッド距離が閾値α以上であるか否かを判定する（Ｓ３０２）。ここで、閾値αは
、ユーザの前屈み量の度合いを判定するための第１の閾値であり、前屈み量が小程度であ
るか否かを判定するためのものである。
【０１２０】
　ステップＳ３０２においてユークリッド距離が閾値α以上であると判定されない場合に
は、入力支援装置１００は、前屈み量が小であると判定する（Ｓ３０４）。そして、入力
支援装置１００は、判定結果に応じた姿勢情報を生成して（Ｓ３１２）、処理を終了する
。
【０１２１】
　また、ステップＳ３０２においてユークリッド距離が閾値α以上であると判定された場
合には、入力支援装置１００は、ユークリッド距離が閾値β以上であるか否かを判定する
（Ｓ３０６）。ここで、閾値βは、ユーザの前屈み量の度合いを判定するための第２の閾
値（第２の閾値＞第１の閾値）であり、前屈み量が中程度であるか否かを判定するための
ものである。
【０１２２】
　ステップＳ３０６においてユークリッド距離が閾値β以上であると判定されない場合に
は、入力支援装置１００は、前屈み量が中であると判定する（Ｓ３０８）。そして、入力
支援装置１００は、判定結果に応じた姿勢情報を生成して（Ｓ３１２）、処理を終了する
。
【０１２３】
　また、ステップＳ３０２においてユークリッド距離が閾値β以上であると判定された場
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合には、入力支援装置１００は、前屈み量が大であると判定する（Ｓ３１０）。そして、
入力支援装置１００は、判定結果に応じた姿勢情報を生成して（Ｓ３１２）、処理を終了
する。
【０１２４】
　入力支援装置１００は、例えば図８に示す処理によって、ユーザがどの程度入力支援装
置１００寄りに傾いているか（例えば机上面１５０寄りに傾いているか）を判定し、前屈
み量をクラスタリングする。そして、入力支援装置１００は、クラスタリングした結果を
示す姿勢情報（例えば前屈みの程度を示すデータ）を生成する。
【０１２５】
　なお、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における姿勢情報の検出処理は、上
記に限られない。例えば、入力支援装置１００は、姿勢検出部１１２としての役目を果た
す距離計測器１５６を用いて、机上面１５０の基準位置を基準としたユーザの頭部の位置
を示す頭部位置を検出し、検出した頭部位置に基づいて、ユーザの姿勢を検出することも
可能である。より具体的には、入力支援装置１００は、例えば、検出した頭部位置を保持
し、頭部位置の時系列のデータに基づいて、頭部位置の移動速度を算出することによって
、例えば、ユーザが立位姿勢においてどの程度前屈みになり、どのように頭部が傾いてい
るかを示す値（以下、「前傾姿勢値」と示す場合がある。）を、姿勢情報として検出する
。
【０１２６】
　図１０は、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における姿勢情報の検出処理の
他の例を示す説明図である。ここで、図１０は、入力支援装置１００が、距離計測器１５
６の検出結果に基づいて、ユーザの姿勢を検出する場合における例を示している。
【０１２７】
　入力支援装置１００は、例えば、図１０に示す各項目の組合せに応じて姿勢情報を生成
する。
【０１２８】
　入力支援装置１００は、距離計測器１５６が検出した距離値を用いて、ユーザの上半身
部分の人体モデルを設定する。ここで、入力支援装置１００は、例えば、予め距離値と対
応付けられた人体モデルを、距離計測器１５６が検出した距離値に基づいて選択すること
によって、人体モデルを設定する。また、入力支援装置１００は、設定した人体モデルに
おける頭部と推定可能な位置を算出する。そして、入力支援装置１００は、算出される頭
部位置の変化を追跡することによって、ユーザの頭部位置の動作を推定し、例えば図８に
示すような閾値処理を用いて前屈みの度合いを推定する。
【０１２９】
　なお、入力支援装置１００における頭部位置の動作の推定方法は、頭部と推定可能な位
置の変化を追跡する方法に限られない例えば、入力支援装置１００は、上半身部分全体の
位置変化に基づいて、間接的にユーザの頭部位置を推定してもよい。
【０１３０】
　また、図１０に示す頭部移動速度とは、ＸＹＺ軸のいずれかまたは全ての軸に対しての
移動速度である。ユーザの前傾姿勢にのみ着目する場合には、入力支援装置１００は、例
えば、入力支援装置１００に垂直な軸の移動速度を、上記算出される頭部位置に基づいて
算出する。また、ユーザの左右方向の姿勢に着目する場合には、入力支援装置１００は、
例えば、入力支援装置１００に平行な軸の移動速度を、上記算出される頭部位置に基づい
て算出する。そして、入力支援装置１００は、算出される移動速度について、例えば図８
に示すような閾値処理を用いて移動速度の度合いを推定する。
【０１３１】
　また、図１０に示す頭部移動加速度は、頭部の移動速度に基づいて算出される。そして
、入力支援装置１００は、算出される頭部移動加速度について、例えば図８に示すような
閾値処理を用いて頭部移動加速度の度合いを推定する。
【０１３２】
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　例えばユーザの前傾姿勢は、頭部位置、頭部移動速度、頭部移動加速度で表すことが可
能であるが、例えば図１０に示す姿勢情報に示すように、入力支援装置１００は、頭部が
どのように傾いたかを表現した状態で表すことが可能である。なお、本発明の実施形態に
係る入力支援装置１００が、頭部位置、頭部移動速度、頭部移動加速度の各値を、姿勢情
報とすることができることは、言うまでもない。また、検出対象のユーザと人体モデルと
に身長差が存在する場合であっても、例えば上記上半身部分の人体モデルの拡大や縮小を
行うことによって、入力支援装置１００は、頭部位置、頭部移動速度、頭部移動加速度の
値をより正確に算出することができる。なお、検出対象のユーザの身長の程度は、例えば
、机上面１５０の周辺に配置された位置検出部１１０としての役目を果たす複数の撮像装
置（図示せず）が撮像した画像からユーザの目を検出することによって、推定することが
可能であるが、ユーザの身長の推定方法は、上記に限られない。
【０１３３】
　入力支援装置１００は、例えば上記のような処理を行うことによって、位置情報と姿勢
情報とを人物状態情報として検出する。なお、本発明の実施形態に係る位置・姿勢検出処
理が、上記に示す処理に限られないことは、言うまでもない。
【０１３４】
　再度図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理
の一例について説明する。ステップＳ１０２において位置・姿勢検出処理が行われると、
入力支援装置１００は、検出された人物状態情報に基づいて、人物状態に応じて提示する
提示情報を決定する（Ｓ１０４）。ここで、入力支援装置１００は、上記（２）の処理（
推定処理）および（３）の処理（提示情報決定処理）を行うことによって、提示情報を決
定する。
【０１３５】
　そして、入力支援装置１００は、決定した提示情報提示情報に基づいて、提示情報が示
す内容をユーザに提示する（上記（４）の処理（提示処理））。なお、入力支援装置１０
０は、上記のように提示情報を決定するごとに提示処理を行うが、入力支援装置１００に
おける処理は、上記に限られない。例えば、入力支援装置１００は、図５に示す各処理が
行われた後に、決定された提示情報の内容を提示することも可能である。また、入力支援
装置１００は、例えば定期的に決定された提示情報の内容を提示してもよい。
【０１３６】
〔提示の一例〕
　図１１、図１２は、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における提示の一例を
示す説明図である。ここで、図１１は、ユーザが入力中の状態と推定された場合に、ユー
ザに対して視覚的に提示される提示情報の内容の一例を示している。また、図１２は、ユ
ーザの入力が終了した状態と推定された場合に、ユーザに対して視覚的に提示される提示
情報の内容の一例を示している。
【０１３７】
　図１１に示すように、ユーザが入力中の状態と推定された場合には、入力支援装置１０
０は、例えば用紙４００の周辺に提示情報の内容（図１１に示すＡ、Ｂ）を提示する。こ
こで、図１１に示すＡは、用紙４００に対応する用紙の記入例（見本）を提示するもので
あり、また、図１１に示すＢは、記入の際の注意事項を提示するものである。
【０１３８】
　ここで、ユーザが入力中の状態と推定される場合としては、例えば、検出された位置情
報が示す位置が、重心位置計測器１５８における所定の範囲内に存在し、かつ、距離計測
器１５６の距離値に基づき推定されたユーザの頭部と推定される位置が机上面１５０上に
存在する場合が挙げられる。上記重心位置計測器１５８における所定の範囲内としては、
例えば、図４に示す重心位置計測器１５８における入力支援装置１００側の半分の領域内
が挙げられる。なお、入力支援装置１００におけるユーザが入力中の状態の推定方法は、
上記に限られない。例えば、入力支援装置１００は、入力装置３００の動きから得られる
ストローク情報によって判別される記入文字の情報（例えば、特開２００２－２３９３８
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号公報参照。）などを組み合わせることによって、推定精度を高めることが可能である。
【０１３９】
　また、図１２に示すように、ユーザの入力が終了した状態と推定され、かつ入力内容に
誤りがあったと推定されたときには、入力支援装置１００は、用紙４００における入力内
容に誤りがある箇所をハイライト表示し（図１２に示すＣ）、注意喚起のメッセージ（図
１２に示すＤ）を提示する。また、ユーザの入力が終了した状態と推定された場合には、
入力支援装置１００は、用紙４００をどこに持っていけばよいかをユーザに通知するため
に、地図（図１２に示すＥ）を提示する。
【０１４０】
　ここで、ユーザの入力が終了した状態と推定される場合としては、例えば、検出された
位置情報が示す位置が、重心位置計測器１５８における所定の範囲内に存在し、かつ、距
離計測器１５６の距離値に基づき推定されたユーザの頭部と推定される位置が机上面１５
０にない（または、机上面１５０から所定の距離以上離れている）場合が挙げられる。上
記重心位置計測器１５８における所定の範囲内としては、例えば、図４に示す重心位置計
測器１５８における中央の領域内が挙げられる。また、入力支援装置１００は、ユーザの
頭部と推定される位置の検出結果に基づいて、ユーザの伸びをするような動作を検出して
、検出された場合にユーザの入力が終了した状態と推定してもよい。また、入力内容に誤
りがあったと推定される場合としては、例えば、入力装置３００の動きから得られるスト
ローク情報が、塗りつぶしの動きや取消線を引く動きを示す場合などが挙げられる。入力
支援装置１００は、上記のような動きの情報を組み合わせることによって、推定精度を向
上させることが可能である。
【０１４１】
　入力支援装置１００は、例えば図１１、図１２に示すように、検出されたユーザの位置
や姿勢、位置や姿勢の時系列の変化に基づいてユーザの状態の推定を行い、例えばリアル
タイムに認識される手書き文字入力に必要な記入項目の例示や注意喚起などのような、推
定結果に対応する提示情報をユーザに提示する。なお、本発明の実施形態に係る入力支援
装置１００における視覚的な提示が、図１１、図１２に示す例に限られないことは、言う
までもない。
【０１４２】
　再度図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理
の一例について説明する。ステップＳ１０４の処理が行われると、入力支援装置１００は
、用紙の種類が判別されたか否かを判定する（Ｓ１０６）。ここで、入力支援装置１００
は、用紙から種類判別情報が検出され、かつ、検出された種類判別情報が示す用紙（紙媒
体）の種類を特定できた場合に、用紙の種類が判別されたと判定する。入力支援装置１０
０は、例えば、映像取得器１６０が用紙２０４の裏面に印刷されたバーコード（種類判別
情報の一例）を撮像し、処理装置（図４では図示せず）において識別する。入力支援装置
１００は、例えば、種類判別情報と、用紙（紙媒体）の種類、項目の位置、内容などが記
録された紙媒体情報とが対応付けて記録されたテーブルを用いて、検出された種類判別情
報に対応する用紙を特定する。なお、入力支援装置１００におけるステップＳ１０６の処
理が、上記に限られないことは、言うまでもない。
【０１４３】
　ステップＳ１０６において用紙の種類が判別されたと判定されない場合には、入力支援
装置１００は、図５に示す処理を終了する。なお、図５に示す処理は、一度終了すれば再
度行われない類の処理ではなく、繰り返し行われる。
【０１４４】
　また、ステップＳ１０６において用紙の種類が判別されたと判定された場合には、入力
支援装置１００は、入力位置情報と入力内容情報との検出を行う入力位置・入力内容検出
処理を行う（Ｓ１０８）。
【０１４５】
〔入力位置・入力内容検出処理の一例〕
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　図１３は、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における入力位置・入力内容検
出処理の一例を示す説明図である。
【０１４６】
　入力支援装置１００は、入力位置の測定（Ｓ４００）と、入力内容の測定（Ｓ４０２）
とを行い、測定結果に基づいて入力位置および入力内容を検出する（Ｓ４０４）。ここで
、入力支援装置１００は、例えば、特開２００２－２３９３８号公報に記載の方法を用い
ることによって、用紙４００における入力位置の検出や、入力されている文字をリアルタ
イムに認識する。
【０１４７】
　入力支援装置１００は、例えば図１３に示す処理を行うことによって、入力位置および
入力内容を検出して、入力位置情報と入力内容情報とを入力状態情報として検出する。な
お、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００における入力位置、入力内容の検出方法
が、上記に限られないことは、言うまでもない。
【０１４８】
　再度図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理
の一例について説明する。ステップＳ１０８において入力位置・入力内容検出処理が行わ
れると、入力支援装置１００は、検出された入力状態情報に基づいて、入力状態に応じて
提示する提示情報を決定する（Ｓ１１０）。ここで、入力支援装置１００は、上記（２）
の処理（推定処理）および（３）の処理（提示情報決定処理）を行うことによって、提示
情報を決定する。そして、入力支援装置１００は、決定した提示情報提示情報に基づいて
、提示情報が示す内容をユーザに提示する（上記（４）の処理（提示処理））。
【０１４９】
　ステップＳ１１０の処理が行われると、入力支援装置１００は、入力内容に誤りがある
か否かを判定する（Ｓ１１２）。ここで、入力支援装置１００は、例えば、入力装置３０
０の動きから得られるストローク情報に基づく推定を行うことによって、ステップＳ１１
２の判定を行うが、本発明の実施形態に係る入力支援装置１００におけるステップＳ１１
２の処理は、上記に限られない。
【０１５０】
　ステップＳ１１２において入力内容に誤りがあると判定されない場合には、入力支援装
置１００は、処理を終了する。
【０１５１】
　また、ステップＳ１１２において入力内容に誤りがあると判定された場合には、入力支
援装置１００は、誤り訂正のための提示情報を決定し（Ｓ１１４）、提示情報が示す内容
をユーザに提示する（上記（４）の処理（提示処理））。
【０１５２】
　第１の実施形態に係る入力支援装置１００は、例えば図５に示す処理を行うことによっ
て、手書き入力を行うユーザの状態を推定し、推定結果に対応する情報の内容を推定結果
に対応する方法でユーザに提示する。
【０１５３】
　ここで、入力支援装置１００は、例えば、ユーザの位置や姿勢を示す情報や、位置や姿
勢の時系列の変化を示す情報に基づいて、リアルタイムに認識される手書き文字入力に必
要な記入項目の例示や注意喚起などのような目的に則した提示情報の内容をユーザに提示
する。また、入力支援装置１００は、ユーザの位置や姿勢の変化などの入力支援装置１０
０の周りの環境の変化に応じて、入力支援装置１００がユーザの状態を推定して、推定結
果に対応する提示情報の内容をユーザに提示する。つまり、入力支援装置１００は、提示
される情報をユーザに制御させるのではなく、例えば、必要な情報の必要な場所への表示
や、隠すべき情報の非提示、提示方法の切り替えなどを自動的に行うことが可能である。
したがって、入力支援装置１００は、従来から行われてきた手書きによる入力方法を変更
することなく、ユーザに対して適切な手書き文字入力の支援を行うことが可能となる。
【０１５４】
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　したがって、例えば図５に示す処理を行うことによって、入力支援装置１００は、ユー
ザが手書きで入力を行う場合においてユーザの利便性の向上を図ることができる。なお、
本発明の第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理が、図５に示す処理に限
られないことは、言うまでもない。
【０１５５】
［第２の実施形態に係る入力支援装置］
　本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００は、例えば図１に示す構成をとることに
よって、ユーザが手書きで入力を行う場合においてユーザの利便性の向上を図ることがで
きる。しかしながら、本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００の構成は、例えば図
１に示す構成に限られない。そこで、次に、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置
（以下、「入力支援装置２００」と示す場合がある。）について説明する。
【０１５６】
　図１４は、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００の構成の一例を示すブロ
ック図である。また、図１４では、ネットワーク５００を示している。ここで、ネットワ
ーク５００としては、例えば、ＬＡＮ（Local　Area　Network）やＷＡＮ（Wide　Area　
Network）などの有線ネットワーク、基地局を介した無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ；Wireless　W
ide　Area　Network）などの無線ネットワーク、あるいは、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission
　Control　Protocol/Internet　Protocol）などの通信プロトコルを用いたインターネッ
トなどが挙げられる。
【０１５７】
　図１４を参照すると、入力支援装置２００は、図１に示す第１の実施形態に係る入力支
援装置１００と基本的に同様の構成を有するが、入力支援装置２００と入力支援装置１０
０とを比較すると、入力支援装置２００は、通信部２０２と、状態学習部２０４とをさら
に備えている。また、入力支援装置２００と入力支援装置１００とを比較すると、入力支
援装置２００は、状態推定部２０６の機能が、図１に示す状態推定部１０４と異なる。
【０１５８】
　入力支援装置２００では、状態推定部２０６が、状態学習部２０４が管理する状態デー
タベースに記録されているユーザの状態の推定結果候補（例えば、状態ＩＤで表される。
）を用いて、ユーザの状態を推定する。ここで、本発明の実施形態に係る状態データベー
スとは、検出情報（例えば、人物状態情報および／または入力状態情報）と、ユーザの状
態の推定結果候補とが対応付けられている状態データが記憶されたデータベースである。
本発明の実施形態に係る状態データは、例えば、状態データベースにおける１レコードに
該当する。
【０１５９】
　また、入力支援装置２００では、状態推定部２０６において推定が行われた場合には、
状態推定部２０６は、ユーザの状態の推定結果を状態学習部２０４へ伝達して、状態学習
部２０４に、状態データベースを更新させる。ここで、本発明の実施形態に係る状態デー
タベースの更新とは、例えば、状態データを登録、更新、または削除することをいう。
【０１６０】
　上記のように、ユーザの状態が推定された場合に推定結果に基づいて状態データベース
を更新することによって、入力支援装置２００は、推定されるユーザの状態を学習するこ
とが可能となる。また、入力支援装置２００は、ユーザの状態の推定結果候補をさらに用
いて、ユーザの状態を推定する。
【０１６１】
　したがって、入力支援装置２００は、上述した第１の入力支援装置１００よりも、さら
に推定精度の向上を図ることができる。
【０１６２】
　また、入力支援装置２００は、通信部２０２を備えることによって、通信部２０２が受
信した外部装置から送信された要求に基づいて、状態データベースを更新することが可能
である。以下では、上記外部装置から送信された要求を「更新要求」と示す場合がある。
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ここで、更新要求には、例えば、状態データベースに対する操作命令や、状態データが含
まれるが、本発明の実施形態に係る更新要求は、上記に限られない。なお、本発明の実施
形態に係る更新要求は、外部装置が主体的に送信してもよいし、または、入力支援装置２
００が、定期的／非定期的に外部装置に対して更新要求の送信を要求した結果、外部装置
から送信されるものであってもよい。
【０１６３】
　ここで、一般的にユーザの属性や利用用途、利用場所によっては、本発明の実施形態に
係る入力支援装置１０００に係る推定に関して、実稼働する前の事前のキャリブレーショ
ンが必要になる場合がある。上記の場合であっても、例えば企業や公共機関などにおいて
複数の入力支援装置２００が運用される際に、複数ある入力支援装置２００をネットワー
ク５００で接続し、各入力支援装置２００が、他の入力支援装置２００における推定結果
を示す取得データのサンプル内容を、他の入力支援装置２００から受信して学習すること
によって、入力支援装置２００におけるキャリブレーションコストを軽減することができ
る。
【０１６４】
　上記のように、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００は、学習機能を有す
ることによって、ユーザの状態の推定精度のさらなる向上を図る。また、本発明の第２の
実施形態に係る入力支援装置２００は、ネットワーク５００を介して外部装置（例えば他
の入力支援装置２００）と通信を行い、当該外部装置における推定結果に係るデータを用
いて学習を行う機能を有することによって、ユーザの状態の推定精度のさらなる向上に加
え、さらにキャリブレーションコストの軽減を図る。
【０１６５】
　以下、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００の構成について、より具体的
に説明する。
【０１６６】
　通信部２０２は、入力支援装置２００が備える通信手段であり、ネットワーク５００を
介して（あるいは、直接的に）、他の入力支援装置２００などの外部装置と無線／有線で
通信を行う。ここで、通信部２０２としては、例えば、通信アンテナおよびＲＦ（Radio
　Frequency）回路や、ＬＡＮ端子および送受信回路などが挙げられるが、通信部２０２
の構成は、上記に限られない。例えば、通信部２０２は、ネットワーク５００を介して外
部装置と通信可能な任意の構成をとることができる。
【０１６７】
　状態学習部２０４は、状態データベースを管理し、入力支援装置２００における学習に
係る処理を主導的に行う役目を果たす。ここで、状態学習部２０４は、例えばＭＰＵや各
種機能を実現するための集積回路などで構成される。また、上記ＭＰＵや集積回路は、状
態推定部２０６や提示情報決定部１０６の役目を果たしていてもよい。
【０１６８】
　より具体的には、状態学習部２０４は、例えば、状態推定部２０６から問い合わせがあ
った場合には、上記問い合わせに含まれる検出情報に基づいて状態データベース２１０を
検索し、当該問い合わせに対応する問い合わせ結果（ユーザの推定結果候補の一例）を状
態推定部２０６に返す。ここで、状態学習部２０４は、例えば、ユーザの状態を示す可能
性が高い順に１または２以上の状態ＩＤを、上記問い合わせ結果として状態推定部２０６
へ伝達する。
【０１６９】
　なお、状態学習部２０４が状態推定部２０６へ伝達する問い合わせ結果は、上記に限ら
れない。状態データベース２１０が、例えばユーザ属性や時間帯などの付帯情報を状態デ
ータとしてさらに含む場合には、状態学習部２０４は、上記状態ＩＤに加えてさらに上記
付帯情報が紐付けられたデータを上記問い合わせ結果として状態推定部２０６へ伝達する
ことも可能である。
【０１７０】
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　図１５は、本発明の実施形態に係る状態データベースの一例を示す説明図である。ここ
で、図１５は、ユーザの状態を示す状態ＩＤと付帯情報とが対応付けられた状態データベ
ースの一例を示している。本発明の実施形態に係る属性情報としては、例えば図１５に示
すように、年齢層や性別、時間帯などのデータが挙げられるが、本発明の実施形態に係る
属性情報は、上記に限られない。例えば、入力支援装置２００は、用途に応じた属性情報
を用いることが可能である。
【０１７１】
　入力支援装置２００は、検出情報と状態ＩＤ（ユーザの状態の推定結果候補の一例）と
が対応付けられている状態データが記録された状態データベース２１０に加え、さらに図
１５に示すような状態ＩＤと付帯情報とが対応付けられた状態データベースを用いてもよ
い。なお、本発明の実施形態に係る入力支援装置２００は、検出情報と状態ＩＤとが対応
付けられている状態データが記録された状態データベースと、図１５に示すような状態Ｉ
Ｄと付帯情報とが対応付けられた状態データベースとを用いること限られない。例えば、
入力支援装置２００は、検出情報、状態ＩＤ、および付帯情報が対応付けられている状態
データが記録された状態データベースを用いることも可能である。
【０１７２】
　状態学習部２０４は、例えば上記のような状態データベースを用い、例えば採用回数が
多いもの程ユーザの状態を示す可能性が高いものと判定して、当該判定結果に応じた問い
合わせ結果を状態推定部２０６へ伝達する。よって、入力支援装置２００では、ユーザの
状態の推定における効率化を図ることができる。
【０１７３】
　また、状態学習部２０４は、状態推定部２０６から推定結果が伝達された場合や、外部
装置から送信された更新要求が通信部２０２から伝達された場合に、状態データベースを
更新する。状態学習部２０４が上記のように状態データベースを更新することによって、
入力支援装置２００は、学習を行うことができる。
【０１７４】
　ここで、入力支援装置２００が他の入力支援装置２００（外部装置）から送信された更
新要求に基づいて状態データベースを更新することによって学習を行う意義について説明
する。例えば、ある時間帯において高齢者層のユーザが多く利用する入力支援装置２００
（以下、「第１の入力支援装置２００」と示す場合がある。）があった場合、第１の入力
支援装置２００と同一の場所に設置された入力支援装置２００（以下、「第２の入力支援
装置２００」と示す場合がある。）においても、同様の傾向がみられることが推測される
。ここで、上記同様の傾向とは、同一の場所（例えばサービス提供場所）に設置された同
種の装置は、同じようなサービスを期待するユーザによって同じような時間帯に使用され
る可能性が高いことをいう。上記のような場合、各入力支援装置２００が、検出情報と状
態ＩＤとに加え、ユーザの属性や時間帯などの付帯情報が対応付けられた状態情報を共有
することによって、各入力支援装置２００における推定精度をより高めることが可能とな
る。
【０１７５】
　なお、図１４では、入力支援装置２００が状態データベース２１０を記憶する例を示し
ているが、本発明の実施形態に係る入力支援装置２００の構成は、上記に限られない。例
えば、本発明の実施形態に係る入力支援装置２００は、状態データベースを記憶せず、状
態学習部２０４が、サーバ（外部装置の一例）に記憶された状態データベースを用いて処
理を行ってもよい。複数の入力支援装置２００が通信可能なサーバ（外部装置の一例）に
、状態データベースが記憶され、当該状態データベースが各入力支援装置２００の推定結
果に基づいて更新されることによって、各入力支援装置２００における推定精度をより高
めることが可能である。
【０１７６】
　ここで、入力支援装置２００におけるユーザの属性を示す属性情報の取得方法としては
、例えば、記入内容情報に基づいて取得する方法が挙げられる。より具体的には、入力支
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援装置２００は、例えば、用紙の氏名欄へのユーザの入力内容から「ユーザの氏名」を属
性情報として取得することができる。また、ユーザが手書き入力する用紙が金融機関の用
紙である場合には、入力支援装置２００は、例えば、検出した口座番号に基づいてユーザ
の情報（例えば年齢層や性別、業種など）をサーバなどの外部装置から取得し、取得した
ユーザの情報を属性情報とすることも可能である。
【０１７７】
　入力支援装置２００は、例えば上記のように取得した属性情報を、状態ＩＤ（ユーザの
状態の推定結果の一例）と対応付けて状態データベースに登録する。また、時間帯を付帯
情報として登録する場合には、入力支援装置２００は、例えば下記のような処理を行う。
入力支援装置２００は、例えば使用開始時間や推定を行った時間などの入力支援装置２０
０が使用された時間を記憶し、記憶した時間を予めカテゴライズされた時間帯（例えば、
２時間間隔など）に当てはめることによって、時間帯を特定する。そして、入力支援装置
２００は、例えば特定した時間帯を示す情報と状態ＩＤとを対応付けて状態データベース
に登録する。また、入力支援装置２００は、例えば、上記属性情報、上記時間帯を示す情
報、および状態ＩＤを対応付けて状態データベースに登録してもよい。
【０１７８】
　また、入力支援装置２００は、上記のように取得されたユーザの属性や時間帯などの付
帯情報と検出情報とを用いて、検出情報、状態ＩＤおよび付帯情報が対応付けられた状態
データを記憶する状態データベースを検索することによって、予めいくつかの状態（推定
結果候補）に絞った上で推定を行うことが可能となる。したがって、入力支援装置２００
は、推定速度の向上を図ることができる。また、例えば、実稼働する前の新たな入力支援
装置２００や学習が進んでいない入力支援装置２００は、キャリブレーションの簡略化を
図ることができ、また、推定精度の向上を図ることができる。
【０１７９】
　例えば、上記第１の入力支援装置２００を例に挙げると、第１の入力支援装置２００は
、例えば時間帯ごとに異なるテーブルが状態データベース内に設けられた状態データベー
スを用いることによって、時間帯を条件として参照する場合のレコード量を削減すること
が可能となる。より具体的には、第１の入力支援装置２００は、例えば、現在の時間帯を
特定し、状態データベース内における特定された時間帯に合致するテーブルを参照する。
よって、第１の入力支援装置２００は、状態データベース全体を検索する場合と比較して
、参照するレコード量を削減することができる。したがって、第１の入力支援装置２００
では、推定結果候補の検索時間の短縮が図られ、その結果、推定速度の向上が図られる。
【０１８０】
　また、上記第２の入力支援装置２００を例に挙げると、第２の入力支援装置２００は、
第１の入力支援装置２００と同様に、ある時間帯において高齢者層のユーザによって多く
利用されることが想定される。ここで、第２の入力支援装置２００は、学習によって第１
の入力支援装置２００と同様の状態データベースを用いて推定を行うことが可能となる。
したがって、第２の入力支援装置２００は、キャリブレーションの簡略化を図ることがで
き、また、第１の入力支援装置２００と同様に推定精度の向上を図った状態で、ユーザに
提示情報の内容の提示を行うことができる。
【０１８１】
　本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００は、例えば、図１４に示す構成によ
って、ユーザの状態の推定精度のさらなる向上と、キャリブレーションコストの軽減とを
図ることができる。なお、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００の構成は、
図１４に示す構成に限られない。例えば、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２
００は、通信部２０２を備えない構成（いわゆる、スタンドアロンの構成）をとることも
可能である。上記の構成であっても、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００
は、学習を行うことが可能であるので、ユーザの状態の推定精度のさらなる向上を図るこ
とが可能である。
【０１８２】
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［第２の実施形態に係る入力支援装置２００における処理の具体例］
　次に、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００における処理についてより具
体的に説明する。以下では、入力支援装置２００が、図５に示す第１の実施形態に係る入
力支援装置１００における処理と同様に、人物状態情報、入力状態情報、および種類判別
情報を検出する場合を例に挙げて、処理の一例について説明する。また、以下では、図５
に示す第１の実施形態に係る入力支援装置１００における処理と同様に、入力支援装置２
００が、位置情報および姿勢情報の双方を人物状態情報として検出し、また、入力位置情
報および入力内容情報を入力状態情報として検出する場合を例に挙げて説明する。
【０１８３】
　図１６は、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００における処理の一例を示
す説明図である。ここで、図１６は、ユーザが検出されている状態を前提とし、当該状態
から、ユーザが検出されずかつ入力が終了したと推定されるまでの期間を１つのステップ
として表した図である。また、図１６では、状態データベース２１０を示している。ここ
で、図１６に示す状態データベース２１０は、図１４に示すように入力支援装置２００に
記憶されたものであってもよいし、または、サーバなどの外部装置に記憶されたものであ
ってもよい。
【０１８４】
　入力支援装置２００は、ユーザが検出されずかつ入力が終了したと推定されたか否かを
判定する（Ｓ５００）。
【０１８５】
　ステップＳ５００においてユーザが検出されずかつ入力が終了したと推定されたと判定
されない場合には、入力支援装置２００は、図５に示すステップＳ１０２と同様に、位置
情報と姿勢情報とを検出する位置・姿勢検出処理を行う（Ｓ５０２）。
【０１８６】
　ステップＳ５０２において位置・姿勢検出処理が行われると、入力支援装置２００は、
検出された人物状態情報に基づいて、人物状態に応じて提示する提示情報を決定する（Ｓ
５０４）。そして、入力支援装置２００は、決定した提示情報提示情報に基づいて、提示
情報が示す内容をユーザに提示する（上記（４）の処理（提示処理））。
【０１８７】
　ここで、入力支援装置２００は、上記（２）の処理（推定処理）および（３）の処理（
提示情報決定処理）を行うことによって、提示情報を決定する。なお、入力支援装置２０
０は、上記（２）の処理において、例えば、人物状態情報に基づいて状態データベース２
１０を参照し、ユーザの状態の推定に係る確率（例えばユーザの状態の推定結果候補に基
づいて算出される）を加味することによって、ユーザの状態の推定精度の向上を図る。
【０１８８】
　ステップＳ５０４の処理が行われると、入力支援装置２００は、図５に示すステップＳ
１０６と同様に、用紙の種類が判別されたか否かを判定する（Ｓ５０６）。
【０１８９】
　ステップＳ５０６において用紙の種類が判別されたと判定されない場合には、入力支援
装置２００は、後述するステップＳ５１６の処理を行う。
【０１９０】
　また、ステップＳ５０６において用紙の種類が判別されたと判定された場合には、入力
支援装置２００は、図５に示すステップＳ１０８と同様に、入力位置情報と入力内容情報
との検出を行う入力位置・入力内容検出処理を行う（Ｓ５０８）。
【０１９１】
　ステップＳ５０８において入力位置・入力内容検出処理が行われると、入力支援装置２
００は、検出された入力状態情報に基づいて、入力状態に応じて提示する提示情報を決定
する（Ｓ５１０）。そして、入力支援装置２００は、決定した提示情報提示情報に基づい
て、提示情報が示す内容をユーザに提示する（上記（４）の処理（提示処理））。
【０１９２】



(29) JP 5691512 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

　ここで、入力支援装置２００は、上記（２）の処理（推定処理）および（３）の処理（
提示情報決定処理）を行うことによって、提示情報を決定する。また、入力支援装置２０
０は、ステップＳ５０４と同様に、上記（２）の処理において、例えば、入力状態情報に
基づいて状態データベース２１０を参照し、ユーザの状態の推定に係る確率を加味するこ
とによって、ユーザの状態の推定精度の向上を図る。
【０１９３】
　ステップＳ５１０の処理が行われると、入力支援装置２００は、図５に示すステップＳ
１１２と同様に、入力内容に誤りがあるか否かを判定する（Ｓ５１２）。
【０１９４】
　ステップＳ１１２において入力内容に誤りがあると判定されない場合には、入力支援装
置２００は、後述するステップＳ５１６の処理を行う。
【０１９５】
　また、ステップＳ５１２において入力内容に誤りがあると判定された場合には、入力支
援装置１００は、誤り訂正のための提示情報を決定し（Ｓ５１４）、提示情報が示す内容
をユーザに提示する（上記（４）の処理（提示処理））。なお、入力支援装置２００は、
ステップＳ５１４の処理において、例えば、入力状態情報に基づいて状態データベース２
１０を参照し、ユーザの状態の推定に係る確率を加味することによって、ユーザの状態の
推定精度の向上を図る。
【０１９６】
　ステップＳ５０６において用紙の種類が判別されたと判定されない場合、ステップＳ５
１２において入力内容に誤りがあると判定されない場合、または、ステップＳ５１４の処
理が行われると、入力支援装置２００は、状態データベース２１０への登録処理を行う（
Ｓ５１６）。そして、入力支援装置２００は、図１６に示す処理を終了する。なお、図１
６に示す処理は、例えばユーザが検出されている場合に、繰り返し行われる。
【０１９７】
　また、ステップＳ５００においてユーザが検出されずかつ入力が終了したと推定された
と判定された場合には、入力支援装置２００は、推定結果の評価処理を行い（Ｓ５１８）
、図１６に示す処理を終了する。
【０１９８】
　ここで、入力支援装置２００は、例えば、人物状態と入力状態に加えて、時間帯や入力
支援装置２００の設置状況、ユーザの属性などにより分類することによって評価を行う。
ここで、入力支援装置２００は、例えば、Ｋ近傍法（k-nearest　neighbor　algorithm）
などの統計分類の手法を用いて分類を行うが、ステップＳ５１８の処理は、上記に限られ
ない。上記の場合には、入力支援装置２００は、ステップＳ５０２、Ｓ５１０、Ｓ５１４
において、例えば、検出情報、または、検出情報および付帯情報に対応する分類結果（可
能性が高い分類結果）を用いて算出された確率を用いて推定を行うこととなる。
【０１９９】
　第２の実施形態に係る入力支援装置２００は、例えば図１６に示す処理を行うことによ
って、手書き入力を行うユーザの状態を推定し、推定結果に対応する情報の内容を推定結
果に対応する方法でユーザに提示する。ここで、入力支援装置２００は、状態データベー
ス２１０を用いて推定を行い、ユーザの状態が推定された場合には推定結果に基づいて状
態データベースを更新することによって推定されるユーザの状態を学習する。
【０２００】
　したがって、入力支援装置２００は、上述した第１の実施形態に係る入力支援装置１０
０と同様の効果に加え、入力支援装置１００よりもさらに推定精度の向上を図ることがで
きる。
【０２０１】
　また、入力支援装置２００は、他の入力支援装置２００（外部装置の一例）と通信を行
い、当該他の入力支援装置２００における学習結果を状態データベース２１０に反映させ
ることが可能である。したがって、入力支援装置２００は、実稼働する前の状態や学習が
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進んでいない状態であったとしても、上記のように他の入力支援装置２００における学習
結果を状態データベース２１０に反映させることによって、キャリブレーションの簡略化
を図ることができ、また、推定精度の向上を図ることができる。
【０２０２】
　なお、本発明の第２の実施形態に係る入力支援装置２００における処理が、図１６に示
す処理に限られないことは、言うまでもない。
【０２０３】
　以上のように、本発明の実施形態に係る入力支援装置１０００は、本発明の実施形態に
係る提示方法に係る、上記（１）の処理（検出処理）～（４）の処理（提示処理）を行う
。上記（１）の処理（検出処理）～（４）の処理（提示処理）を行うことによって、入力
支援装置１０００は、手書き入力を行うユーザの状態を推定し、推定結果に対応する情報
の内容を推定結果に対応する方法でユーザに提示することが可能となる。よって、入力支
援装置１０００は、提示される情報をユーザに制御させるのではなく、例えば、必要な情
報の必要な場所への表示や、隠すべき情報の非提示、提示方法の切り替えなどを自動的に
行うことができるので、従来から行われてきた手書きによる入力方法を変更することなく
、ユーザに対して適切な手書き文字入力の支援を行うことができる。
【０２０４】
　したがって、入力支援装置１０００は、ユーザが手書きで入力を行う場合においてユー
ザの利便性の向上を図ることができる。
【０２０５】
　以上、本発明の実施形態として入力支援装置を挙げて説明したが、本発明の実施形態は
、かかる形態に限られない。本発明の実施形態は、例えば、金融機関や公共機関などの記
載台や窓口、机など、ユーザが手書き入力を行いうる様々な装置に適用することが可能で
ある。
【０２０６】
　また、本発明の実施形態は、例えば、教育機関や一般家庭内における正しい姿勢での学
習のサポートや、家庭内における記入の状況に合わせて解答を提示する試験勉強支援、一
般企業などにおいて複数のユーザがデザインやロードマップの作成などを手書きで行う場
合の支援など、様々なユースケースに適用することができる。
【０２０７】
（本発明の実施形態に係るプログラム）
　コンピュータを、本発明の実施形態に係る入力支援装置として機能させるためのプログ
ラム（例えば、上記（１）の処理（検出処理）～（４）の処理（提示処理）を実現するた
めのプログラムや、図５、図１６に示す処理を実現するためのプログラム）によって、ユ
ーザが手書きで入力を行う場合において、ユーザの利便性の向上を図ることができる。
【０２０８】
（本発明の実施形態に係るプログラムを記録した記録媒体）
　また、上記では、コンピュータを、本発明の実施形態に係る入力支援装置として機能さ
せるためのプログラム（コンピュータプログラム）が提供されることを示したが、本発明
の実施形態は、さらに、上記プログラムを記憶させた記録媒体も併せて提供することがで
きる。
【０２０９】
　ここで、上記プログラムを記憶させた記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商
標）ディスクや、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ
Ｗ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ等の光ディスク、磁
気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどが挙げられる。また、上記プログラムは
、ネットワークを介して装置にダウンロードされてもよい。
【０２１０】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
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らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０２１１】
　例えば、上記では、本発明の実施形態に係る入力支援装置が、例えばレーザレンジファ
インダなどの距離画像センサや感圧センサなどの位置取得センサ、机上面の陰影を取得す
る赤外線カメラをユーザの状態推定の手段として用いることを示したが、本発明の実施形
態に係るユーザの状態推定の手段は、上記に限られない。例えば、本発明の実施形態に係
る入力支援装置は、複数のカメラアレイによる対象物の３次元位置取得手法や、熱源分布
を取得するセンサ、振動を検知するセンサなどを組み合わせた手法を、ユーザの状態推定
の手段として用いることもできる。
【０２１２】
　上述した構成は、本発明の実施形態の一例を示すものであり、当然に、本発明の技術的
範囲に属するものである。
【符号の説明】
【０２１３】
　１００、２００、１０００　　入力支援装置
　１０２　　検出部
　１０４、２０６　　状態推定部
　１０６　　提示情報決定部
　１０８　　情報提示部
　２０２　　通信部
　２０４　　状態学習部
　５００　　ネットワーク
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